
（２）地区公民館を中心とした地域づくりの現状と課題 

 

概  要 現   状 

１ 人員体制（市非常勤職員） 

 (1) 勤務日等 ※勤務条件に勤務時間の定めなし（「生活と公民館活動」が一体との考え）   

地区名 
１週当たり勤務日数（１日当たり勤務時間） 

館 長 主 事 

盛 随時   （不定期） ４日   （午後４時間） 

大船渡 ６日   （午後４時間） ６日   （午後４時間） 

末崎 ２日   （午後４時間） ２日   （８時間又は午後４時間） 

赤崎 ２日   （８時間） ２日   （８時間） 

蛸ノ浦 ３日程度 （不定期） 随時   （不定期） 

猪川 ほぼ毎日 （午前４時間） ４日   （８時間又は午後４時間） 

立根 ２日   （午前３時間） ３日   （午前３時間） 

日頃市 ２日程度 （午前３時間） ３日   （午前３時間） 

綾里 ５日   （午前３時間） ３日程度 （不定期） 

越喜来 ２日   （午後２時間） ２日   （午後２時間） 

吉浜 随時   （不定期） 随時   （不定期） 

 

 (2) 年額報酬 ※越喜来、吉浜の報酬は、公民館の事業量に合わせ、他地区より低額 

職 名 地区公民館 まちづくり推進員  合 計 

館長  

 〃 （越喜来・吉浜） 

４５６，０００円 

２４０，０００円 
３６，０００円 

４９２，０００円 

２７６，０００円 

主事  

 〃 （越喜来・吉浜） 

５１６，０００円 

２４０，０００円 
３６，０００円 

５５２，０００円 

２７６，０００円 

書記 ６２，０００円 ３，０００円 ６５，０００円 

  ※書記は越喜来、吉浜を除く各館に２人ずつ配置。ただし大船渡のみ４人配置。猪川は欠員。 

 

 (3) 年齢 

 ① 館長 平均 ６９．９歳 （最高 ８１歳、 最低 ６３歳） 

 ② 主事 平均 ６４．０歳 （最高 ７４歳、 最低 ５６歳） 

 

○市地区公民館連絡協議会からの要望(H27.10.16) 

（要約） 

１ 地区公民館の役割 

 地区公民館は、社会教育施設としての役割に加え、地域

住民の「自主的地域づくり」活動の推進機関としての役割

があります。 

 高齢化の進行と行政サービスの縮小が予測されるなか

で、「自主的地域づくり」活動は時代の要請でもあります。 

 組織上の問題は、職員の後継者が得難いことです。 

 

２ 重点要望項目 

 (1) 地区公民館のバリアフリー化 

 (2) 常勤職員の配置と職員報酬の抜本的改善 

 (3) 地区公民館の組織機能の再編 

   ※教委と市長部局の連携による問題点の整理 

 

○ 市長部局からの要請による負担増 

 昨今、地区公民館長の業務に加え、まちづくり推進員や

地域助け合い協議会の中心的構成員としての業務が増え、

地区公民館長・主事の疲弊感が高まっているほか、後任が

なかなか決まらない事態が生じている。 

  

 まちづくり推進員への依頼件は２年間で 1.6倍に 

年度 延べ件数 １館平均件数 

平成 24年度 １６１ １４．６ 

平成 26年度 ２５４ ２３．１ 
 

 

○勤務形態がまちまち 

 地区公民館長・主事の勤務形態は、地域の実情に合わ

せており、均一でないため、市側の要請に応えにくい場

合がある。 

 

○市が期待する業務と体制がアンバランス 

 地区公民館長の多くが、現役を退いて悠々自適の生活

をしている方々で、「自分の自由な時間に、地元の生涯学

習やコミュニティ活動を支援したい」とのボランティア

精神から、館長を引き受けている例がほとんどである。 

 

課  題 

 

○新たな地域づくり体制の構築 

 地区公民館を中心とした、主体的なまちづくり活動は、

ますます重要になってきている。 

 反面、現状の体制では、期待される役割を果たしきれ

ない状況が生じてきているため、地区と行政との新たな

連携・協働体制を構築する必要がある。 

参考事例 

 一関市 公民館を市民センターへ移行し、地域づくり拠点として機能を充実させた。生涯学習、社会教育の担当部署を市長部局へ移管し、市民センターに市長部局職員を配置。（奥州市、北上市に同様の事例あり） 

     ※移行に当たっては、一関市地域協働推進計画に基づき、庁内検討はもとより、公民館長や社会教育委員等と慎重に議論を重ねた。 

 


